
知事監視製品（平成29年2月24日石川県告示第75号）

１　知事監視製品を特定できる情報

1 2 3 4

　次の写真に示すとおり、被包に
「AAA-Z」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「GORDEN ANTHEM」と表示のあ
る製品であって、その内容物が液
体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Fist fuck」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「雄汁　Taratara」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

5 6 7 8

　次の写真に示すとおり、被包に
「Xmas Liquid」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「アナ潮」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ヒクヒク　拡張」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「淫欲」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの

9 10 11 12

　次の写真に示すとおり、被包に
「ガチムチ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ケツマン男」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「illuminations II」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「卍ところてん卍」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

13 14 15 16

　次の写真に示すとおり、被包に
「狂雄」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「尻汁ぷしゃ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「にょきにゅ～る」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「どろんどろん」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の
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17 18 19 20

　次の写真に示すとおり、被包に
「はぁはぁ吐息」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「ノンケちん喰」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「野獣　がん掘り」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「痴雄　男爵」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

21 22 23 24

　次の写真に示すとおり、被包に
「ドライオーガズム」と表示のある
製品であって、その内容物が液体
のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「イカニモ」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「kagayaki」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「兜合わせ戦慄」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

25 26 27 28

　次の写真に示すとおり、被包に
「Ecstasy' Rose」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「トロマン　うっとり」と表示のある
製品であって、その内容物が液体
のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Love&Crazy」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「classic liquid since2007」と表示
のある製品であって、その内容物
が液体のもの

29 30 31 32

　次の写真に示すとおり、被包に
「ウケ穴」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「生掘り」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Neo Venus」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Top Shine」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「V.O Rosso」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「St♥ic」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「MONSTER SMOKE BLUE」と表示
のある製品であって、その内容物
が植物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Thunder Bird」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片の
もの

37 38 39 40

　次の写真に示すとおり、被包に
「Diamond Ran」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Black Hole」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Hard Swing」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Love Connection」と表示のある
製品であって、その内容物が液体
のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Hot Drive」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「misty」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「SWEET LOVER」と表示のある製
品であって、その内容物が固形物
のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ALADDIN Vt.」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

２　指定の理由

３　施行期日
　　平成29年2月25日

　　条例第2条第1項第7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品であって、吸入等の方法により身
　体に使用されるおそれがあるものであるため
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